
会員様各位 
令和 5年 11月 

 

会員相互優待除外日について 
 

 

※下記の期間はフジカントリークラブ及び佐賀カントリー倶楽部での会員

料金サービスが適応されません。 
 

◎年末年始期間 

令和 5年 12月 25日～令和 6年 1月 5日まで 
◎桜期間中 

令和 6年 3月 26日～令和 6年 4月 5日まで 
 

支配人 


